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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年９月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成３０年３月５日 ２２時０５分ごろ 

発生場所 大分県佐伯市大島漁港 

 梶
かじ

寄
よせ

港北防波堤灯台から真方位３５７°１,８１０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５７.８′ 東経１３２°０４.０′） 

事故の概要 プレジャーボートみや丸は、入航中、防波堤に衝突した。 

みや丸は、船首部に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年５月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート みや丸、９.１トン 

ＯＴ２－２８４０（漁船登録番号）、個人所有 

１３.２９ｍ（Lr）×３.２７ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２７kＷ、平成１３年７月３１日 

第２９４－２２２５８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１０年９月１０日 

免許証交付日 平成２９年１１月２１日 

        （平成３５年９月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部に亀裂 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

月出時刻：２１時３５分ごろ、月齢 １７.２ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人を佐伯市梶寄漁港で乗せて大

島漁港地下
じ げ

地区（以下「大島地下港」という。）に輸送する目的で、

平成３０年３月５日２１時５５分ごろ大島地下港を出港した。 

本船は、梶寄漁港に寄港し、２２時００分ごろ知人（以下「同乗

者」という。）１人を乗せて出港した後、操舵室で立った姿勢で舵を

持ち、目視及びレーダーにより見張りを行いながら約１０ノットの対
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地速力で大島地下港に向けて北進した。 

船長は、‘大島地下港南東側陸岸から北西方に伸びる外防波堤’

（以下「本件防波堤」という。）の北西側入口方向に向かって航行し

ていたところ、‘本件防波堤上に設置されている複数基の照明’（以

下「本件照明」という。）の明かりが見えてこないことを不審に思

い、横に立っていた同乗者と共に本件照明の明かりを目視で探した。 

本船は、船長が、船首方に１つ見えた照明の明かりが本件照明の明

かりではないかと思ったが、通常と違う見え方をしていたので、本船

のサーチライトで船首方を照らしたところ、至近に本件防波堤を認

め、急いで主機を全速力後進としたものの、２２時０５分ごろ船首部

が本件防波堤に衝突した。 

本船は、船長が同乗者にけが
．．

がないことを確認した後、自力で入航

して着岸した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、大島地下港と梶寄漁港との間を毎日何度も往復しており、

夜間の航行にも慣れていた。 

 船長は、梶寄漁港から大島地下港までの輸送を同乗者から電話で依

頼され、大島地下港を出港した。 

船長は、ふだんの大島地下港入航時、夜間は本件照明の明かりを操

船目標として本件防波堤北西側の入口に向け、本件防波堤に接近した

後に減速し、サーチライトで船首方を照射して目視による見張りを行

っていた。 

船長は、レーダーを起動していたが、大島地下港の入航に慣れてお

り、ふだんから同港入航時にレーダーを見ることはなかった。 

船長は、本事故当時、大島地下港の周囲に人家の明かりがなく、船

首方に照明の明かりが１つ見えたので、本件防波堤越しに見えていた

本件防波堤より内側の街灯の明かりを本件照明の明かりかと思い、ま

だ本件防波堤の付近に達していないと思っていた。 

本件照明は、夜間に自動で点灯する機能が故障しており、ふだん、

夕方になると手動で点灯していた者が本事故当日は不在であった。 

 船長は、大島地下港を出港する際、本船のサーチライトを点灯して

いたので、本件照明が点灯していないことに気付かなかった。 

 船長は、本件照明の明かりが見えてこないことを不審に思いながら

航行していたので、もっと早く本船のサーチライトを点灯して本件防

波堤を確認していれば良かったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、大島地下港に入航中、本件照明が点灯していない状況下、
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船長が、操船目標としていた本件照明の明かりが見えてこないことを

不審に思ったが、レーダーを活用するなど船位の確認を適切に行って

おらず、目視で本件照明の明かりを探しながら航行を続けたことか

ら、本件防波堤越しに見えていた船首方の明かりを本件照明の明かり

と思って船位を誤認し、本件防波堤に衝突したものと考えられる。 

船長は、夜間の大島地下港への入航に慣れており、ふだんから同港

への入航時にレーダーを見ることはなく、本件照明の明かりを操船目

標としていたこと、及び本件照明が点灯していないことに気付いてい

なかったことから、本件照明の明かりを確認できなかったものの、ふ

だんどおり目視で本件照明の明かりを探しながら航行を続けたものと

考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、大島地下港に入航中、本件照明が点灯し

ていない状況下、船長が、操船目標としていた本件照明の明かりが見

えてこないことを不審に思ったが、レーダーを活用するなど船位の確

認を適切に行っておらず、目視で本件照明の明かりを探しながら航行

を続けたため、本件防波堤越しに見えていた船首方の明かりを本件照

明の明かりと思って船位を誤認し、本件防波堤に衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船目標を確認できない場合は、一旦停止し、サーチライトで船

首方を照射する、又はレーダー等の航海計器を活用するなどして

船位を適切に確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用 
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佐伯市 

大島 

梶寄漁港 

梶寄港北防波堤灯台 

大島地下港 

本件防波堤 

 鶴見半島 

大分県 

愛媛県 

事故発生場所 
（平成３０年３月５日 

２２時０５分ごろ発生） 


